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議案第１０号 

君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。 

令和２年６月２日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 

提案理由 

君津市重度心身障害者の医療費助成に関する条例（昭和４８年君津市条例第５１号）の

一部改正に伴い、一部の対象者に自己負担額が発生した場合における負担軽減措置を講じ

るとともに、対象者が国の自立支援医療を受けている者であることを明確化するため、君

津市精神障害者医療費給付条例（昭和５０年君津市条例第３号）の一部を改正しようとす

るものである。 
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君津市条例第  号 

君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例 

 君津市精神障害者医療費給付条例（昭和５０年君津市条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項中「医療機関等において、精神障害の治療のため１月以上にわたり治療を

受け医療費を支払っている精神障害者であって、次の各号のいずれかに」を「次の各号の

いずれにも」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第２４項に規定する自立支援医療（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号

に規定する精神通院医療に限る。）を受けている者又は精神疾患により入院している

者 

(2) 医療機関等において、精神障害の治療のため１月以上にわたり治療を受け医療費を

支払っている精神障害者であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 本市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている者であって、規則で定め

る医療保険各法に基づく被保険者及び被扶養者であるもの 

イ 本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）の規定により、本市が行う国民健康保険の被保険者

に引き続き１年以上なっているもの 

ウ 本市の区域外に設置されている学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１７条

第１項及び第２項に規定する学校に就学している者であって、その者の保護者が本

市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されているもの 

エ 本市の区域外に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第５条第１１項に規定する障害者支援施設に入所している者であって、

当該施設に入所する直前に本市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている

もの 

第３条第２項第４号中「（平成１８年政令第１０号）」を削る。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項
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を加える。 

（給付の対象者の特例） 

２ 次の各号のいずれにも該当する者については、第３条第２項第３号の規定は、適用し

ない。 

(1) 令和２年７月３１日までに第４条の規定による受給資格の認定を受けた者 

(2) 令和２年７月３１日までに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項の表の１級の

障害のあるもの 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和２年８月１日

から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に君津市精神障害者医療費給付条例第４条の規定による受給

資格の認定を受けている者は、この条例による改正後の君津市精神障害者医療費給付条

例第３条第１項に該当する者とみなす。 
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君津市精神障害者医療費給付条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（給付の対象者） （給付の対象者） 

第３条 この条例により、医療費の給付を受けることができる者（以

下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも       

               該当する者とする。 

第３条 この条例により、医療費の給付を受けることができる者（以

下「対象者」という。）は、医療機関等において、精神障害の治療

のため１月以上にわたり治療を受け医療費を支払っている精神障害

者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第２４項に規定する自立支

援医療（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号に規

定する精神通院医療に限る。）を受けている者又は精神疾患によ

り入院している者 

(1) 本市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている者で、

規則で定める医療保険各法に基づく被保険者及び被扶養者である

者 

(2) 医療機関等において、精神障害の治療のため１月以上にわたり

治療を受け医療費を支払っている精神障害者であって、次のいず

れかに該当するもの 

ア 本市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている者で

あって、規則で定める医療保険各法に基づく被保険者及び被扶

養者であるもの 

イ 本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者であっ

て、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定によ

り、本市が行う国民健康保険の被保険者に引き続き１年以上な

っているもの 

ウ 本市の区域外に設置されている学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第１７条第１項及び第２項に規定する学校に就学し

ている者であって、その者の保護者が本市の住民基本台帳に引

(2) 本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者で、国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定により、本市が

行う国民健康保険の被保険者に引き続き１年以上なっている者 
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き続き１年以上記録されているもの 

エ 本市の区域外に設置されている障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１１項に規定する障

害者支援施設に入所している者であって、当該施設に入所する

直前に本市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている

もの 

 (3) 本市の区域外に設置されている学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第１７条第１項及び第２項に規定する学校に就学してい

る者で、その者の保護者が本市の住民基本台帳に引き続き１年以

上記録されている者 

 (4) 本市の区域外に設置されている障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５条第１１項に規定する障害者支援施設に入所している者で、当

該施設に入所する直前に本市の住民基本台帳に引き続き１年以上

記録されている者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者につ

いては、対象者としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者につ

いては、対象者としない。 

(1) ～(3) 省略 (1) ～(3) 省略 

(4) 精神障害者及びその者と生計を一にする者として規則で定める

ものについての所得割（規則で定めるところにより算定した当該

精神障害者に係る医療費の生じた月の属する年度（医療費の生じ

た月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）分の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税の所得

割（同法第３２８条の規定による所得割を除く。）をいう。）の

額の合計額が２３５，０００円以上であるもの（障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令     

(4) 精神障害者及びその者と生計を一にする者として規則で定める

ものについての所得割（規則で定めるところにより算定した当該

精神障害者に係る医療費の生じた月の属する年度（医療費の生じ

た月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）分の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税の所得

割（同法第３２８条の規定による所得割を除く。）をいう。）の

額の合計額が２３５，０００円以上であるもの（障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８
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        第３５条第１号に規定する高額治療継続者を除

く。） 

年政令第１０号）第３５条第１号に規定する高額治療継続者を除

く。） 

附 則 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。   この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

（給付の対象者の特例） 

２ 次の各号のいずれにも該当する者については、第３条第２項第３

号の規定は、適用しない。 

(1) 令和２年７月３１日までに第４条の規定による受給資格の認定

を受けた者 

(2) 令和２年７月３１日までに精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行

令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項の表の１級の障害

のあるもの 


